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個人情報ファイル簿（単票）　　　　　　　　【課名・係名】福祉課・障害福祉係 
 

個人情報ファイルの名称 障害者福祉管理システム（ニック）

 
行政機関等の名称 函南町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
厚生部福祉課

 
個人情報ファイルの利用目的

障害者手帳の管理事務、障害児者福祉サービスの提供事務、自

立支援医療費の支給認定事務、補装具・日常生活用具の支給事

務を行うため

 

記録項目

１共通情報（識別番号、世帯番号、氏名漢字、氏名カナ、性別、

生年月日、郵便番号、住所、電話番号、身体フラグ、知的フラ

グ、精神フラグ、保護者氏名、保護者識別番号、保護者世帯番

号、保護者性別、保護者生年月日、保護者郵便番号、保護者住

所、保護者電話番号、保護者続柄、銀行、支店、預金種目、口

座番号、口座名義カナ、資格喪失フラグ、資格喪失年月日、資

格喪失事由、変更年月日、転出先、地区、保護者地区、送付先

名前、送付先郵便番号、送付先住所）、２身体手帳情報、３療

育手帳情報、４精神手帳情報、５更生医療情報、６育成医療情

報、７精神通院情報、８障害福祉サービス情報、９児童通所サ

ービス情報、10 補装具情報、11 日常生活用具情報

 
記録範囲

障害者手帳所持者、障害者手帳交付申請者、障害児者福祉サー

ビス受給者、障害児者福祉サービス支給申請者、自立支援医療

費受給者証所持者、自立支援医療費支給申請者

 
記録情報の収集方法 本人、代理人、親族、主治医、その他認定関係者

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 函南町障害者総合支援認定審査会、障害者相談支援事業所

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）函南町総務部総務課

 
（所在地）〒419-0192　静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13

 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 政令第 21条第７項に該当する

ファイル　□有　☑無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）
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作成日（最終修正日）：令和６年 12 月 24 日

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

 
備考
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個人情報ファイル簿（単票）　　　　　　　　【課名・係名】福祉課・障害福祉係 

作成日（最終修正日）：令和６年 12 月 24 日

 
個人情報ファイルの名称 身体障害者更生指導台帳

 
行政機関等の名称 函南町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
厚生部福祉課

 
個人情報ファイルの利用目的 身体障害者手帳所持者の手帳に関する情報を管理するため

 

記録項目

１身体障害者手帳の交付番号及び交付年月日、２身体障害者の

氏名、住所、生年月日、３身体障害者手帳に記載されている障

害名及び障害の等級、４保護者の氏名、続柄及び現住所（身体

障害者が 15 歳未満の児童である場合）、５身体障害者手帳の再

交付の年月日及び理由

 
記録範囲 身体障害者手帳所持者

 
記録情報の収集方法 本人、住民基本台帳システム

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 県障害福祉課、他市町身体障害者手帳担当部署

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）函南町総務部総務課

 
（所在地）〒419-0192　静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13

 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 政令第 21条第７項に該当する

ファイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

 
備考
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個人情報ファイル簿（単票）　　　　　　　　【課名・係名】福祉課・障害福祉係 
 

個人情報ファイルの名称 子育てソリューション（ミサリオ）

 
行政機関等の名称 函南町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
厚生部福祉課

 
個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害者医療費の助成事務を行うため

 

記録項目

１医療費台帳情報（宛名コード、台帳番号、履歴番号、資格状

態、関連者宛名コード、申請日、申請理由、判定基準日、認定

日、交付日、証期間開始日、証期間終了日、統計期間開始日、

統計期間終了日、変更申請日、変更日、変更理由、消滅日、消

滅理由、廃止日、返還日、返還理由、停止理由、停止解除理由、

認定処理日、消滅処理日、現況印刷日、証印字開始日、事業区

分、公費負担区分、入通院区分、受給者番号、所得判定結果区

分、主たる障がい種別、障がい手帳簡易区分、身障手帳種別、

身障手帳総合等級、身障手帳発行県、身障手帳番号、身障手帳

交付日、身障手帳再認定年月、障がい部位、障がい部位等級、

療育手帳程度、療育手帳発行県、療育手帳番号、療育手帳交付

日、療育手帳再判定年月、精神手帳等級、精神手帳番号、精神

手帳交付日、精神手帳有効期限）、２対象者情報、３関連者情

報、４連絡先情報、５口座情報、６保険情報、７通知書共通情

報

 
記録範囲

重度心身障害者医療費受給者証所持者、重度心身障害者医療費

受給資格喪失者

 
記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）函南町総務部総務課

 
（所在地）〒419-0192　静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13

 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 政令第 21条第７項に該当する

ファイル　☑有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）
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作成日（最終修正日）：令和６年 12 月 24 日

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

 
備考
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個人情報ファイル簿（単票）　　　　　　　　【課名・係名】福祉課・障害福祉係 

作成日（最終修正日）：令和６年 12 月 24 日

 
個人情報ファイルの名称 重度障害者医療　現況届

 
行政機関等の名称 函南町長

 個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称
厚生部福祉課

 
個人情報ファイルの利用目的 重度心身障害者医療費の資格更新事務を行うため

 

記録項目

１受給者番号、２申請者情報、３障害者（児）情報、４加入医

療保険情報、５支払希望金融機関情報

 
記録範囲 重度心身障害者医療費受給者証所持者

 
記録情報の収集方法 本人、親族

 要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨
含む

 
記録情報の経常的提供先 －

 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地

（名　称）函南町総務部総務課

 
（所在地）〒419-0192　静岡県田方郡函南町平井 717 番地の 13

 訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等
－

 

個人情報ファイルの種別

□法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル）

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル）

 政令第 21条第７項に該当する

ファイル　□有　□無

 行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨
非該当

 行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地
（実施なし）

 
行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地
（実施なし）

 作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間
（実施なし）

 記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨
－

 
備考


